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2017 年 3 月よりスタートいたしましたプレミアムフライデーセミナーも 1 年が経ちましたこと

を記念し、2018 年 3 月 30 日、第 12 回プレミアムフライデーセミナー「～企業を未来につなげる

ために～１０年先の企業を考えませんか」をニューサンピア栃木で開催いたしました。 

セミナーではまず、「企業を未来につなげるために必要なこと」について、会社生存率や生産年齢

人口の減少等のさまざまな統計資料等を参考に、10 年後までに企業として何を準備するかを問いか

けました。 

続いて、「企業のいま」について、出口事務所の経緯や取組み事例を参考にしながら、「事業の見

える化」「人材の見える化」を分析していただきました。 

最後に 5 年後、10 年後の企業の特徴・商品（業務）・社員数を思い浮かべていただいた後、10 年

後の企業に向けてビジョンを考えていただきました。 

企業経営はうまく行くときばかりではありません。企業を未来につなげるためにはビジョンをつ

くり、その後も必要に応じて見直しをすることが必要です。出口事務所もみなさまと共に学び、共

に育み、共に成長してまいりたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします！ 

ご参加いただきました皆様、年度末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございま

した。今後とも皆様の企業の未来のためにお手伝いできれば幸いです。 

発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL 03-6205-5405 
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NewsLetterR oumu news

雇用保険の離職証明書（離職票）には、会社が把握した離職理由を記載することになって

います。平成30年4月1日から、改正労働契約法による無期転換ルールの適用が本格化するこ

とに伴い、無期転換申込権が発生する前に雇止めする事案が発生していることから、有期契

約労働者の更新上限到来による離職票の離職理由に関する取扱いが変更となりました。

変更となった
雇用上限期間の到来で
退職する人の離職票の離職理由

労務管理情報

1.有期契約労働者の離職理由

3.離職票の記載方法

一般的に、あらかじめ定められた雇用期限到来による離職の場合は一般受給資格者となり

ますが、今回の離職理由の取扱い変更により、特定受給資格者又は特定理由離職者へ受給資

格が変更となり、給付日数が増えることがあります。離職票の離職理由の書き方に応じて受

給資格が決定されるため、離職票作成には細心の注意を払う必要があります。

2018.4

2.取扱い変更の対象となる人

有期契約労働者が雇用契約期間の満了で退

職する場合、離職票の離職理由は「労働契約

期間満了によるもの」として扱われることに

なっており、1回の契約期間、通算契約期間、

契約更新回数、直前の契約更新時に雇止め通

知があったかなどを記入することになってい

ます。ただし、採用のときにあらかじめ更新

上限の期間が定められており、その上限で退

職するときには「採用又は定年後の再雇用時

等にあらかじめ定められた雇用期限到来によ

る離職」になります。

今回、離職理由の取扱い変更の対象となる

人は、有期契約労働者で雇用契約期間の満了

で退職した人のうち、更新上限が到来したこ

とにより離職し、かつ次の①～③のいずれか

に該当する場合です。

※定年後の再雇用に関し定められた雇用期限到来は

除きます。また、平成24年8月10日前から同一事業

所の有期雇用労働者に対して、4年6ヶ月以上5年以

下の契約更新上限が設定されていた場合を除きます。

2.の①～③のいずれかに該当する場合には、

離職票の「採用又は定年後の再雇用時等にあ

らかじめ定められた雇用期限到来による離

職」を選択したうえで、「労働契約期間満了

による離職」の際に記入する項目である「1回

の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」

に事実関係を記入することになります。さら

に、「具体的事情記載欄（事業主用）」にも

①～③の理由を記載します。

また、採用当初の雇用契約書と最終更新時

の雇用契約書など、それぞれの事情が分かる

書類を添付することも求められます。

なお、平成30年3月30日からは離職票の様式

が変更になり、記入方法が整理される予定で

す。ただし、新しい様式は3月30日間際になら

ないと公開されない予定となっています。

①採⽤当初はなかった契約更新上限がその後
追加された⼈、⼜は不更新条項が追加され
た⼈

②採⽤当初の契約更新上限が、その後引き
下げられた⼈

③平成24年8月10日以後に締結された4年
6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到
来したことにより離職した⼈（※）
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【ワンポイントアドバイス】
1. 2箇所での勤務を行う場合、労働時間のカウントとしては人単位で行うことになり、2箇

所で通算して法定労働時間を超える場合は割増賃金の支払いが必要である。

2. 従業員が2箇所で勤務を行う場合、会社に必ず報告してもらうとともに、どのような事項

を報告してもらうのか、社内でルールを検討しておくことが求められる。

NewsLetterR oumu news

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

パートが2箇所で勤務する際の
労働時間に関する注意点

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2018.4

先日、パートタイマー（以下、「パート」という）から、当社で勤務をした後に、他社
でも働きたいという相談を受けました。過重労働等の心配がないことから問題ないと考
えていますが、何か注意すべき点がありますでしょうか？

総務部長国としてはパートに限らず、正社員についても副業・兼業を認めていこうという考えが
あり、先日、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が示されまし
た。これに併せてホームページでQ&Aが公開されていますが、その中で押さえておきたい
点が労働時間に関する取扱いになります。今回は2箇所で勤務したときの労働時間に関す
る注意点についてお伝えします。

社労士 わかりました。ちなみに当社のパートは、1日6時間・週5日勤務です。

ただ、これはあくまで一般的な考え方であり、貴社で6時間勤務のところを2時間残業し
てもらい、A社で3時間勤務をした場合には、貴社でもこの2時間の残業に対して割増賃金
を支払う必要があります。

なぜ、そのようになるのですか？当社は先に労働契約を結んでおり、当社で働いた時間は
1日の法定労働時間に収まっていますが。

これについては、2社を合算した所定労働時間が、既に法定労働時間に達していることを
知りながら労働時間を延長するときは、先に労働契約を結んでいた会社も含めて、それ
ぞれの会社で割増賃金を支払う必要があるからです。様々な事例がQ&Aに載っていますの
で、一度確認してみると良いですね。

そうします。このような割増賃金の取扱いについて注意点があることから、従業員が2箇
所での勤務を希望する場合、必ず会社に報告してもらうことが必要ですね。また具体的な
話が出てきましたら、相談します。

労働時間のカウントは人単位で考えることになっており、事業場（会社）が異なる場合
であっても通算して取り扱うことになります。例えば、貴社で6時間、次の会社（A社）
で3時間勤務をした場合、A社で法定労働時間の8時間を超えることになることから、A社
が1時間分の割増賃金を支払う必要があります。一般的には、後から契約した会社の方で
割増賃金を支払うことになります。

なるほど。法定労働時間を超える場合は、後から契約した会社の方で割増賃金の支払い
が必要になるのですね。

※参考リンク 厚生労働省「副業・兼業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。

これに伴い協会けんぽでは、高額療養費の申請の際に、一部の被保険者で必要になっていた

「（非）課税証明書」の省略ができるようになるなど、利便性が向上しています。そして平成

30年3月5日からは、日本年金機構における事業所の手続きについてもマイナンバーの利用が開

始されましたので、変更点を確認しておきましょう。

1.変更となる届出様式へ記載

平成30年3月5日から利用が開始
された社会保険手続きにおける
マイナンバー

社会保険情報

3.マイナンバー利用により
不要となる手続き

2018.4

マイナンバーを利用して手続きを行うときには、マイナンバー法に基づく本人確認措置を

行わなければなりません。具体的には、提供されたマイナンバーが正しいものであることを

確認する番号確認と、マイナンバー提供を行っている人が番号の正当な持ち主であることを

確認する身元（実在）確認の2つを行うことになります。先行して利用が開始されていた所

得税や雇用保険において実施されているかとは思いますが、この機会に改めて必要な措置に

ついて振り返っておきましょう。

2.収集不要となる基礎年金番号

現在、公的年金の管理には、基礎年金番号

が利用されていますが、基礎年金番号とマイ

ナンバーの紐付けが進められてきており、マ

イナンバーで届出を行うことで、基礎年金番

号を照会できるようになっています。そして、

3月5日以降の日本年金機構への届出について

は、「基礎年金番号」欄が「個人番号または

基礎年金番号」欄に変更され、原則として、

マイナンバーを利用して届出をすることにな

りました。なお、マイナンバーを提供するこ

とが難しいときには、基礎年金番号を利用す

ることも認められています。

従来、資格取得の際に年金手帳で基礎年金

番号を確認すること等により資格取得手続き

を進めていましたが、マイナンバーを届け出

たときには、基礎年金番号を届け出る必要は

なく、日本年金機構から返送される通知によ

り従業員の基礎年金番号を把握することがで

きます。そして、資格取得届より後の届出は

把握した基礎年金番号で行うという流れで手

続きを進めることも考えられます。

マイナンバーの利用により、日本年金機構

が住基ネットから最新の住所情報等を取得し

更新することができるようになります。その

ため、マイナンバーを届け出ている従業員に

ついては、住所変更および氏名変更の届出が

省略できます。

また、2.でとり上げた資格取得届について、

マイナンバーを記入したときは、従業員の住

所を記入する必要はありません。

なお、マイナンバーの利用は開始されまし

たが、現場ではまだ取扱いが定まっていない

ものもあるようです。引き続き最新情報に注

目していきましょう。
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